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転換期の選択 
所 長  林 光 行 

日本を含む西洋諸国が、国家財政の危機に直面して

います。イギリス、日本を筆頭に、アイルランド、ス

ペイン、ギリシャ、そして６番目に米国。 

これら諸国では、多大な財政赤字を抱え景気回復は

困難。一方、高齢化に伴う社会保障負担が嵩
かさ

みます。

歴史学者ニーアル・ファーガソン氏は、西洋諸国が更

に困難な状況に陥り、政治が不安定化して行く可能性

を指摘しています(フォーサイト４月号)。 

他方、中国やインドは成長を続けており、ファーガ

ソン氏の見立てによれば、現在は、世界的な力のバラ

ンスが西洋から東洋に移行していく歴史的な転換期な

のだとのことです。しかし、「未来」は一つに定まっ

たものではなく、私達が「厳しい選択」をするなら、

西洋が復興する可能性があると氏は言います。 

日本の場合、一般会計は９２兆円。家計に例えると、

生活費が月７１万円でローン返済が月２１万円。月給

(税収)は３７万円、副職で１１万円(特別会計等雑収)、

足らない４４万円は借入(新規国債)増でしのいでいま

す。大幅な増収＝増税がないなら、支出は６割位に減

らす必要がありますが、選挙民相手には困難です。 

今後の日本は、ＧＤＰも家計収入も減少を続けると

いう悲観的見方もあります。しかし、アシスト社長の

ビル・トッテン氏は、ＧＤＰが現在の６割レベルにな

れば、年収も働く時間も６割にしたら良いと言います

(｢『年収６割でも週休４日』という生き方｣小学館刊)。 

勤労者収入が０８年との比較で６割だった約３０年

前。ウォークマンが発売され、｢ジャパンアズナンバ

ーワン」と日本的経営が世界の賞賛を浴び、リストラ

という言葉もワーキングプアという言葉もなかった。

今、大量生産、大量販売、大量廃棄の生活を捨てて、

家庭菜園や日曜大工などに時間を使うエコライフを送

れば良いではないか、と言います。発想の大転換です。 

この歴史の転換期に、例えばビジネス社会では、 

投機経
ギャンブル

済を終わらせること、公開会社を社会の公器と

して取り戻すこと、貧困層対象ビジネスを貧困根絶の

ためのビジネスとして確立すること等、今までの流れ

を変える選択が必要なのだと思います。そして、生き

ている私達一人々々に、過去の経験に捉
とら

われない発

想が、厳しく困難だとしても新しい生き方を選択する

ことが、迫られているのではないでしょうか。 
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第３3回交流  セルフヘルプグループ ぬくもりの会 

今回の交流では、大阪市と堺市を中心に自死遺族支援を展開している「ぬくもりの会」

の代表、田内やすひろさんにお話を伺いました。取材させていただいたのは、東大阪市

で「自死遺族支援のつどい」があった３月１８日でした。田内さんも、会の代表として

登壇されたそうですが、大阪府内にある自死遺族支援４団体が一同に会するというのは、

全国的にも画期的なことだったようです。       （税理士 林 幸・林かずこ） 

✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽ 

―― 「自死遺族」とは？ 

「自死遺族」とは家族を自殺で亡くした遺族のことを

指します。僕自身も２００１年に弟を自死で亡くして

いますので自死遺族です。「自死」という言葉は遺族が

使い始めました。 

―― 「自死遺族」はいまやマイノリティではない？ 

 通常1人が自殺で亡くなると４～５人の直接的な遺

族が発生するそうです。国内の自死遺族の数は少なく

見積もっても３００万人以上と言われていて、大阪市

の人口（２６６万人）を上回る数です。女性より男性

の自殺死亡率が圧倒的に多く、先進８カ国の中ではダ

ントツのワースト１です。また、大阪市と堺市の自殺

死亡率は、全国の政令指定都市の中で第１位と第３位

（平成２０年度）です。 

―― 弟さんを亡くされた時のことをお聞きしても？ 

 はい。弟は一人で暮らしていたんですが、連絡が取

れないので、父親が私に様子を見に行ってほしいと頼

んできたんです。でも、私は心理カウンセラーとして

の仕事があったので無理だと伝え、父親が弟のアパー

トに行ったときには、既に亡くなっていました。心理

カウンセラーとして「弟を助けることもできず、人の

ケアをして俺は何をしてるんだ。」と随分悩みました。 

私が心理カウンセラーを目指した時、唯一、家族の中

で応援してくれたのが弟だったんです。 

―― 「ぬくもりの会」を立ち上げた経緯は？ 

 ＮＰＯ法人国際ビフレンダーズ・大阪自殺防止セン

ターが月に一度「土曜日のつどい」という、遺族が分

かち合う場を提供しています。僕は弟が亡くなった後

３年経ってから参加するようになりました。心理カウ

ンセラーということもあって、「つどい」がお休みの１

月と５月は自主開催させてもらっていました。そこで

出逢った仲間たちと一緒にご飯を食べていた時「何か

私らにできることをしたいなぁ」という声がみんなの

中で出てきたんです。どうも遺族の回復過程の中には

「誰かの役に立ちたい」と思う時がやってくる感じな

んです。それなら自分たちにできることをやろうとい

うことで『ぬくもりの会』を２００８年１２月に立ち

上げました。 

―― １年ちょっと活動をされて感じることは？ 

『ぬくもりの会』を立ち上げてからの主な活動は、大

阪市と堺市を中心に開催した「ぬくもりのつどい」で

す。最近「つどい冥利につきる

なぁ」と感じるのは、遺族が自

らの道を見つけて歩み始める瞬

間に立ち合えることです。みん

な最初は、「自殺」という現実を

受け入れられずにパニックにな

ったり、「家族を守れなかった」

と自分を責めたり、生きていく

気力を失なったり、家族が亡く

なった理由を言えないなど、人生どん底の時期が続き

ます。そこから、少しずつ自分自身を許し、笑顔が見

られるようになる、みんなで大笑いしたり、自分も「ス

タッフになる」と表明する、こういうちょっとした変

化がどんなに辛い体験をしても、人は生きていけるこ

とを教えてくれます。「つどい」ではカウンセリングや

セラピーは一切行ないませんが、ポイントは“その人

自身が自ら歩み出せるときがくることを信じてサポー

トする”ことです。 

―― 課題などはありますか？ 

「自殺防止」と「自死遺族支援」ではアプローチの方

法を変える必要があるということです。今の日本は男

性の自殺死亡率が圧倒的に高いので、「自殺防止」を謳

うのであれば男性の目に留まるようなアプローチが必
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要です。男性が亡くなるということは女性が残るわけ

ですから、「自死遺族支援」は女性の目に留まりやすい

アプローチが必要です。左のポスターは自殺対策強化

月間（３月）に使われたものです。ソフトなタッチで、

男性より女性の目に留まりやすく作られています。“お

父さん＝男性”の「自殺防止」を考えるのであれば、

よりビジネス文書的なものの方が

男性は入りやすいと思います。こ

のポスターは遺族の間では結構不

評です（笑）。（ミニ知識：人は７

２時間以上、不眠状態が続くと命

に関わるそうです。） 

―― スタッフの皆さんはどんな感じですか？ 

 全員、自死遺族で「土曜日のつどい」などで出逢っ

た仲間たちです。『ぬくもりの会』では、亡くした対象

が誰であろうと仲良くしようという気持ちを大切にし

ていて、すごくいい雰囲気です。スタッフ自身が大き

な悲しみを経験しているから、大きなぬくもりで受け

止めることができます。命を失った悲しみを知ってい

るからこそ、命の輝きを大切にしているんです。 

―― 遺族の方に接する時はどうすれば？ 

 遺族が困るのは「いつまでも悲しまないで、もうそ

ろそろ元気出し～」「頑張って」「まだ、この子がいる

やん」など言われたりすることですね。逆に助かるの

は、ただうなづいて聴いてくれる、自死に関しては一

切触れない、「何かあったらいつでも話聴くよ」など受

け止める姿勢を示してくれることです。僕の経験では、

友達と弟のことを一緒に語り合えたのが大きかったで

すね。笑いもある楽しい思い出を共有できて、弟は友

達の中でも生きていると思えました。 

また「死にたい」と言われたらどうしようと思うか

もしれませんが、その言葉でさえも愛して受け入れて

ほしいです。「人生生きてたら、そう思うこともあるや

んなぁ」って。「死にたい」という言葉は助けを求めて

いる言葉ですし、一種の愛情表現なんです。人は助け

てもらえると思う人にしか助けを求めません。サポー

トする側も、愛する人に助けを求められるような自分

になる必要があると思います。“助けられ上手”という

ことですね。 

―― これからやりたいことは？ 

 夢を語らせたら、いつまでも話しているのが『ぬく

もりの会』です（笑）。やりたいことはいっぱい！会の

リーフレット作りやＮＰＯ法人化。遺族自らの人権宣

言もしたいですね。また、自死遺族支援に関心を持つ

メディア・政治家・行政担当者・学識者などを対象に

したメーリングリストを作って、遺族の立場から情報

を発信したいです。大阪府内の自死遺族支援団体のネ

ットワークも強化したいですね。そうすることで、様々

な遺族への対応が可能になると思います。 

―― ファシリテーター研修をされたとか？ 

２月に遺族を対象にしたファシリテーター（つどい

の進行係）研修を行いました。この研修のマニュアル

も完全版を作ってスタッフを育てていきたい。遺族の

つどいは「いのちの現場」ですから、座学だけでは限

界があるんです。人口呼吸法を学ぶように、体験型ロ

ールプレイを連動させることが大

切です。遺族の立場からプログラ

ムやテキストを作って、行政に提

案していく予定です。自死遺族に

できることは、単に痛みを分かち

合ったり、行政にお願いするだけ

じゃないぞということです（笑）。 

２００９年度、自殺対策強化基金が３年間で１００

億円計上され、大阪府にも４億３千万円配分されてい

ます。遺族のためと言いながら行政内で使われたり、

色んなシンポジウムで偉い先生の講演料として使われ

るのが現実で、遺族には直接下りてこない。それなら、

価値のあるものを遺族自身で作り出して、お金が遺族

に還元される仕組みを作りたいです。 

―― 素晴らしいお話をありがとうございました。 

 私（林 幸）は、身内を自殺で亡くされた田内さんに対し

て何か失礼なことを申し上げるのでは？との不安を胸に取

材に臨みましたが、お話をする中で、そんな不安も消え、ご

遺族の方々の想いや夢をお伺いし、逆に勇気付けられた気分

でした。ご遺族の方々の活動をこれからも応援しています。 

サポーター募集中！ 

自死遺族でない方で、ぬくもりの会を応援して頂ける

方をサポーターとして募集中です。一口1,000円から

です。ゆうちょ銀行の振替口座へご送金ください。 

口座番号 00980-7-208615 口座名 ぬくもりの会 

詳しくは⇒http://www.nukumorinokai.web. fc2.com 

スタッフと 

プライバシー保護

のためモザイクを

かけています 
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各省に分かれて着席 

新人議員の見た永田町 

同じバッチでも違いが

初登院の日 

議員特権？ 

第６６回 経営倶楽部        平成２１年１０月１７日 

『 新人議員が見た 永田町と霞ヶ関 』 

 民主党衆議院議員  熊田あつし先生 

８月３０日の衆議院議員総選挙で政権交代した熱気も冷めやらぬ１０月の経営

倶楽部では、大阪一区で初当選した熊田あつし先生（私たちは「くまちゃん」と

呼ばせてもらっています）にご講演頂きました。ユーモアを混じえた議員活動の

裏話や、安全保障から子育て支援まで多岐に亘る参加者からの問題提起に、時間

の許す限り丁寧に答える熊田先生の姿勢に、気さくで誠実な人柄が感じられて、

参加者のみなさんからとても好評でした。     （中小企業診断士 前田有太可) 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■■□■□■■□■□■ 

 今回は、座席を７テーブル

に分け、各テーブルに「経済

産業省」「財務省」「厚生労働省」「外務省」「国家戦略

局」「法務省」などの立て札を置き、参加者のみなさん

にはそれぞれご自分の興味のある席に座って頂きまし

た。恒例の自己紹介に続き参加者数名の方に「今日期

待すること」などを発表して頂きました。と、その後、

林幸は何を思ったか「この中で熊田あつしさんを知っ

ている人」「民主党を支持する人」など次々と挙手を求

めました。結果は熊田氏を知らない人が圧倒的多数で

半数以上の人が自民党支持。但し先の衆議院選挙で民

主党に投票した人は半数以上でした。「オォーッ」とい

う声や笑い声が・・・そして拍手とともに、くまちゃ

んの講演が始まりました。 

「今日は政策論を展開する

とかではなく、私は一般企

業や議員秘書を経て８年浪人しましたので、市民の目

線で見た永田町の感覚の違いや議員の日常などお話し

しようと思っております。ところが会場に入った瞬間、

「厚生労働省」「経済産業省」などの看板が並び、代表

質問されるのかと思わず後ずさりしそうになりました

（笑）。想定と違う！どうなるんだろうと思いましたが、

ご質問には後ほどお答えしたいと思います。」 

「私は国土交通委員会の所属になり、自分でもびっく

りしているのですが、拉致問題特別委員会の理事にも

なりました。議員会館での部屋は２０８号室です。２

０８号室は、話題になった人が使っていた部屋で、周

りからは『失楽園部屋』と呼ばれており（笑）、僕自身

は何もしていないのですが、失楽園にならないように

頑張りたいと思います。」(会場；笑い) 

「胸に付けている衆議院の

議員バッチは皆同じなので

すが、実は党内での扱いが分かれます。つまり、通称

『金バッチ』は小選挙区で当選した人、『銀バッチ』は

小選挙区では落ちて比例復活、『銅バッチ』は比例単独。

同じ一年生でも以上のような区別があります。私が一

年生で理事になったのもそのあたりが関係しているよ

うです。」「ちなみに衆議院議員のバッチは金メッキ、

参議院のは純金です。参議院のがいいのは、戦前の貴

族院の流れからなんです。」 

「有名なＪＲの議員パス。最初はもらっていないので、

上京するときに駅でばっと当選証書を見せ（笑）、『衆

議院議員の熊田です』と言って、通してもらいました。」 

「さて、９月１６日の初登院。午前

８時開門なので７時半に行くと午前

３時前から来ている新人議員もあり、私は５番目でし

た。開門時には最前列に並んで一歩中に入って、『一番

乗り？』と思いながらお辞儀して入りました。」 

「小沢幹事長から１年生の仕事は２期に通ること、地

元活動を優先して用事がなければ東京に来るなと言わ

れています。一方、先輩議員からは国会議員には国会

に優る仕事はないと言われています。矛盾しますがそ

の両方ができる議員が生き残るのだと思っています。」 

「週に数回大阪東京を往復します。

飛行機や新幹線の予約状況が全部

×でも切符が取れる。ずるいなと思いながら正直往復

はしんどいので有り難いと思っています。飛行場では

搭乗口は一般とは別で、２～３分なら出発を待ってく

れると耳にします。なるべくそんなことはしないよう

にと思っていますが、当選５～６期になってそれが当
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各省 グループ討議 

くまちゃんの回答 

林のまとめ 

たり前になってそ知らぬ顔で飛行機に乗ってきたら、

『嘘つき』と言ってください。」(会場：笑い) 

その後も参加者は、ウィッ

トに富んださわやかな語り

口に引き込まれ、あっという間に休憩。後半は各省？

ならぬ各グループで、熊田氏に対する質問、要望、提

言などを熱く議論し、各グループ５項目を発表し、く

まちゃんが答えました。その一部をお伝えします。 

膨大な量のご質問で、すべ

てにお答えすることは、限

られた時間の中なのでご容赦ください。もし、すべて

答えて指針を示せるなら僕は総理大臣になれます（笑）。

でも、みなさんの期待がひしひしと感じられますので、

出来うる範囲でお答えしたいと思います。 

 回答１．日本の長期ビジョンは？  大前提は「人」

がいて成り立っていることです。「少子化」が続けば、

日本という国自体が消滅します。経済、年金、医療、

税収も人がいて成り立っています。私たちの世代（第

２次ベビーブーム）は、年間２００万人の出生でした

が、今は年間１００万人強に減少しています。この国

の一番の構造的な問題は「少子化」です。まず子供を

生める環境作りをすることが最優先だと考えます。そ

の意味で、子ども手当は

必要と考えます。貰って

も他に使ってしまうので

は？という意見もありま

すが、１００人のうち９

０人は子どもの為に使う

と信じています。むしろ、

子ども手当はもっと増やしてもよいと考えています。 

 回答２．外交  韓国、台湾、ＡＳＥＡＮ、オセアニ

アなど太平洋を巡る国々と共に発展することが大事で

す。古来、日本は海で発展してきたと思います。大陸

進出では幸せな結果はなかったと思います。そのよう

な「東アジア共同体」ができたうえで、インド、ロシ

アと連携していくことだと思います。 

 回答３．高速道路無料化  無料化されたら、当初は

混むが無料が当然になればそうはならないと思います。

地方では移動時間が減ればＣＯ２が削減できます。さ

らに料金所が不要になれば人件費が削減できたり、天

下りの温床がなくなります。 

 回答４．空港、ＪＡＬ  空港特別会計で、強引に地

方に空港を作り、赤字路線ができたのはＪＡＬだけの

責任ではなく政治の責任もあると思います。空港は集

約すべきで、関西では伊丹か神戸のどちらかは廃止す

べきだと思います。 

 回答５．拉致問題  拉致という犯罪に対しては毅然

とした態度を取るべきです。ただ、政治利用すべきで

ない。そして情報の多い韓国政府との連携が大事です。 

 回答６．情報機関  情報機関は必要だと思います。

日本はスパイ天国と言われ、相手は情報を集めている

のにもかかわらず、日本は情報もなく国益が失われる

ということは避けていかなければならないと思います。 

 回答７．救急医療  さらなる資金を投入するのでは

なく、例えば、救急車の有料化によってタクシー代わ

りの使用をやめさせてはどうかと考えます。 

 回答８．連合・自治労などの支持母体  自治労の方

と「お前なんか応援するか」と言われるくらい激論を

したことがあります。自治労だけを支援するとか、あ

るいは排除するという考えはありません。日教組はこ

れまで野党を支持してきたわけですから、現場はとも

かく国家の政策を捻じ曲げる権力はあるとは思えませ

ん。マスコミの誇大広告が多分にあるのでは？ 

小泉政権を

支持した人

が、考えのまるで違う民主

党を支持したのは、このま

まではだめだという危機感

がそうさせたのだと思いま

す。変えようとすると片方

で痛みがあります。そこをオープンにして合意しなが

ら進めて欲しいと思います。くまちゃんは、私たちが

主催する「Ｑの会」で一緒に勉強してきました。「あん

た来たって票にはつながらないで」と言っていたので

すが、ずっと参加してくれました。僕たちと一緒に考

え悩みながら進んでいこうという同じ人間として応援

していきたいと思っています。 

《 熊田あつし氏 プロフィール 》 

＊1971年3月3日生まれ。父は元国鉄の車掌。国鉄の

分割民営化で職を失った父の姿に、政治が市民生活に

与える影響の大きさを身をもって実感、政治を志す。

＊京都大学法学部を卒業後、三菱電機株式会社、代議士

公設秘書等を経て、現在、民主党衆議院議員。  
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第６７回 経営倶楽部 新春特別講演  平成２２年２月６日 

『2010年 課題と展望』～日米関係・デフレ・アジア諸問題など～ 

 講師：経済・経営評論家 泉 和幸 先生 

さて、2010年はいったいどんな年になるのでしょうか？ 冒頭に泉先生曰く、「今の

時代はみな情報奴隷になっています。日々様々な事件が起こる中で、新聞や世論にミス

リード[mislead]されたり、自分の見方について情報仮説検証の態度が養われていない」。 

日本のおかれた情勢を踏まえて、講演の一部ですがご紹介させて頂きます。（林 竜弘） 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

◎ 大陸派と海洋派のせめぎ合い 

欧州では、ＰＩＧＳが問題になっている。ＰＩＧＳ

とは、ＥＵ加盟国のポルトガル、イタリア、ギリシャ、

スペインの４カ国の頭文字を取った略語。いずれの国

も財政状態が悪く、これらの国を特別の括りにして、

本格的な財政再建へと動き始めた。舞台裏では、ロシ

アのプーチン首相が腰を上げてきた。欧州の歴史には

ロシアが大きく関与しており、英国をはじめ、欧州各

国の王室もロシアの文化をよく知っているので、欧州

には我々ロシアを入れるべきであると、ロシアがにわ

かに動き出した。 

その裏には、石油相場の下落がある。ロシアの財政

は、石油と通常兵器を売却することによって成り立っ

ている。しかしながら、意に反して、光エネルギーや

燃料電池、とくにＥＶ(電気自動車)が普及してくると、

もうこれからはガソリンを焚いて走りまくる時代では

なくなる。これに対して、石油を産出しない国の集ま

りがＥＵ。石油の将来を危惧するロシアは、ＥＵと一

体となって、新しい２１世紀の世界経済の主導的な役

割をと考えている。 

他方、液晶ＴＶやプラズマＴＶに深く関係のあるレ

ア・アース（希土類）と呼ばれる埋蔵資源がモンゴル

をはじめとして、サウジアラビア、ロシア本土、ロシ

ア周辺の国々、ウズベキスタン、タジキスタン、カザ

フスタンで産出される。すでに、このレア･アースを巡

って争奪合戦が繰り広げられている。 

このような各国の利害が互いに絡み合う２１世紀の

地球上では、国家の集まりというものが大きく変わろ

うとしている。大陸派と海洋派という分類。 

大陸派は、ヨーロッパとアジアを一体化するユーラ

シア文化圏。この確立の為には、ロシアのヨーロッパ

入りがなければならない。また、アジアに目を移せば、

上海協力機構が組織されているが、中国とロシアがで

きるだけ連携し合って、これにインドを加えて、さら

には中東からヨーロッパを加えてやっていこうという

のがロシアの狙い。これからの覇権構想を考えていく

上では、どうしてもＥＵと合体。そして中国とインド

が必要というのがモスクワの考えている世界観。 

◎ 脱亜入欧から入亜の時代へ 

海洋派は、アメリカ、イギリス、東南アジアなどの

海洋国家。国家の経済を軍産複合体によって、大いに

支えてきた火遊び大好き国家のアメリカ。オバマ大統

領の登場とともに新しい形の国家経済を考えている。

そこに出てくるのが、ＡＳＥＡＮ諸国。ＡＳＥＡＮ諸

国は、半分はアメリカに依存し、半分は中国に依存し

ている。海洋派のアメリカとしては、ＡＳＥＡＮ諸国

が、大陸派である中国に傾斜することを抑えようと対

策を講じなくてはならなくなる。 

日本の鳩山由紀夫首相もこの時代の大きなうねりの

変化を予感して、東アジア共同体というグランドデザ

インを出した。小沢氏に先んじ、北京を訪問して、日

中韓が中心となってこれからの東アジア経済にとって

平和的な取組みを開始しようと申し入れた。これに対

して中国側は、「アメリカを外せますか？」と返した。

鳩山さん曰く、アメリカとの関係も緊密にやっていか

なければならないが、いま我々は『脱亜入欧』ではな

い。明治維新によって、西洋の先進国、とくに英米を

中心とした海洋国家に近づいてきたが、これからは大

陸派のうねりが始まるというのなら、我々も入亜の時

代に入りたいというのが日本の国民が考えている一番

大きなコンセプトであると説明した。 

その後、国会議員144人を引き連れて小沢幹事長が

北京へ。これは習近平氏の天皇拝謁を条件にツーショ

ット写真を実現させるという戦略的駆け引き。これは
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小沢流の児戯である。小沢は600人の訪中団を率いた

が、そのアテンドをした中国外交部の苦労を知るべき

である。民主党には、中国と親しくすることが日本の

将来にいかにプラスになるかということを国民の前に

しっかりと情報開示するという基本的な責任がある。 

◎ アメリカのアジア戦略 

アメリカは、日本、ロシア、中国のスタンスを見な

がら、台湾に対して武器を売却した。オバマ大統領の

就任後、米国債を大量に保有している中国を訪問して、

これからは仲良くやっていきましょうと言ったばかり。

日本で民主党政権ができて、普天間基地問題でごたご

たしている時に、なぜアメリカは台湾に武器を売却し

たのか？ 中国としては、馬英九総統の台湾とは、良

好な両岸関係が保たれているにもかかわらず、台湾に

武器を売却するのは内政干渉であると北京は猛反発。

これに対して、アメリカは、近年の台湾事情を考慮し

て専守防衛の武器だけを売却したのだと応じたが、中

国の軍部がこれを納得していないことは事実。 

中国では、保有する米国債を全面的に売却せよとい

う声が出ている。今、オバマの景気振興策がようやく

緒に就こうとしている時に、中国保有の米国債が一気

にマーケットに売り出されたら、米ドルは暴落してし

まう。米ドル暴落の引き金となる米国債の売却は、海

洋派に対する重要な戦略的選択肢。そうすると、海洋

派としては大陸派との関係において、事なかれ主義で

行かねばならない。米中の今後の基本的な取組みにお

いてこの事なかれ主義を守っていこうとする一種の安

全保障的な措置をとることは間違いないであろう。 

◎ 日米安保の行方 

2006年に普天間基地の返還はすでに決まっていた。

返還する替わりにキャンプシュワブに新しい基地を設

けることは、麻生太郎氏が外務大臣、額賀福志郎氏が

防衛大臣の時に決まっていたこと。そして民主党は、

参議院で過半数を取れないので連立内閣を構築した。

その中にあって、沖縄の基地のことは、アメリカにと

って、今後のアジア戦略における軍事的プレゼンスと

して絶対に譲れない問題であることは周知の事実。日

本は、サンフランシスコ講和条約締結の際に、吉田茂

氏が日米安全保障条約を単独で調印したが、その延長

線上において、アメリカに一方的な基地提供のスタン

スを続けるのかどうか？ 沖縄の基地が地政学的に見

て中国と北朝鮮を相手にしていることは明白。 

ところが妙なことに嫌疑不十分で自由の身になった

小沢氏は、今度は60人程の限られた人間を引き連れて

４月末に渡米することになった。沖縄問題を始め今後

の日米安保条約を正常なものに組み替えていくには、

いくら優秀でも駐米大使では埒が明かないし、「Trust 

me（私を信じてほしい)」の鳩山首相も信用できない。

そこで小沢氏に訪米を要請したのが真相らしい。 

◎ 日本の針路 

北沢防衛大臣は、米軍基地は、最終的にはキャンプ

シュワブになると匂わせるような発言をしている。こ

ういう中途半端な外交戦略を展開している国家は、必

ず交代せざるを得なくなる。しかし、交代するといっ

ても私達が生きているのは日本国。日本国を民主党は

どういう方向に持っていこうとしているのかは、明快

に示してもらわなければならない。自民党は、選挙で

負けて発言がマスコミに取り上げられずの体たらく。

わずかに元気がいいのは、渡辺喜美氏だけ。 

以上のことから、提供できる仮説は、①日米関係再

構築は、依然として動かない。②それに対して鳩山民

主党は、４月末で全ての役割を終えて、新しい民主党

政権を構築する為に小沢氏が動き出す･･･。 

あっという間に時間が経過してしまい、7月17日の

経営倶楽部に再度ご登壇いただきます。乞う、御期待！ 

✢✣✤✥✦✧✩❆ ご参加頂いた皆様のご感想 ❆❇❈❉❊❋❦ 

◆ 色々な角度、視点からのお話でとても面白かったで

す。 ◆ 報道されることしか知らなかったので、物事に

は裏があるということが分りました。 ◆ ニュースの

裏を読む重要さを再認識させられました。これは経営に

おいても同じかと思います。  ※ アンケート詳細は 

林事務所ＨＰをご覧下さい。⇒http://www.share.gr.jp 

泉 和幸 先生（1930年東京生まれ）のプロフィール 

広島大学文学部卒業、産経新聞社入社、産経開発事業部

長、大阪新聞編集企画部長を歴任後退社。 

1981年泉事務所設立、ゼミ大阪、古典を楽しむ会、一木

会、ＮＨＫ神戸サロン、たちばなサロンを主催され、講

演・評論・執筆活動などを続けておられます。 
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  平 成 ２２ 年 度 税 制 改 正   
 民主党政権下で、初めてとなる今回の税制改正は、マニフェストに掲げられていた「控除から手当へ」等の観

点からの扶養控除の見直し、いわゆる一人オーナー会社課税制度の廃止が組み込まれているなど、注目すべき点

が盛り沢山です。紙面の都合上、特に皆様に関係すると思われる項目をご紹介いたします。（税理士 村上里佳） 

✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴✳✲✱✰✯✮✭✬✫✪✩✧✦✥✤✣✢✡✠✸✹✺✻✼✽ 

❑❑ 個 人 所 得 課 税 ❑❑ 

 増税↑  扶養控除、特定扶養控除の上乗せ部分廃止 

 子ども手当の創設、高校実質無償化に伴い、所得税

は平成２３年分以後、住民税は２４年分以後について、

扶養控除は次のとおりとなります。（ ）内は住民税。 

年齢 改正前 改正後 

０～１５歳 
３８万円 

（３３万円） 
０円 

１６～１８歳 
６３万円 

（４５万円） 

３８万円 

（３３万円）

１９～２２歳 ６３万円（４５万円） 

２３～６９歳 ３８万円（３３万円） 

別居 ４８万円（３８万円） 
７０歳～ 

同居 ５８万円（４５万円） 

 減税↓  少額上場株式等投資の非課税措置の創設  

 平成２４年から平成２６年までの３年間、毎年１口

座に限り、新規に非課税口座を開設でき、その口座内

の上場株式等の配当、譲渡益は、最長１０年間、所得

税が課税されないことになります。 

 非課税口座内の新規投資上限額は、１００万円です。 

 増税↑減税↓  介護医療保険料控除の創設  

 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係

る生命保険料控除について、一般生命保険料控除と個

人年金保険料控除の控除限度額が現行５万円から４万

円に減額され、新たに介護医療保険料控除（控除限度

額４万円）が設けられ、合計１２万円となります。 

平成２３年以前に締結された保険契約等については、

従来どおりです。 

 増税↑  上場株式等の取得費の特例の廃止  

 上場株式等の取得費の特例が平成２２年１２月３１

日の適用期限の到来をもって廃止されます。したがっ

て、平成２３年１月１日以後の譲渡からは、実際の取

得費を控除することになります。 

 減税↓  少額寄附金について寄附金控除が可能に 

平成２２年分以後の所得税から、寄附金控除の適用

下限が現行の５千円から２千円に引き下げられること

になります。 

 増税↑  マイホームの買換え特例の譲渡価額制限  

所有期間１０年超、居住期間１０年以上のマイホー

ムを譲渡し、その年の前年１月１日から３年以内に買

い換え、居住の用に供した場合には、その譲渡価額の

うち買い換えたマイホームの取得価額までの金額は、

将来譲渡したときまで課税が繰延べられます。 

この特例の適用について、平成２２年１月１日以後

に行う居住用財産の譲渡より、譲渡対価が２億円以下

であることとする要件が追加され、適用期限が平成２

３年１２月３１日まで２年間延長されます。 

❑❑ 法 人 課 税 ❑❑ 

 減税↓→  グループ税制の創設Ⅰ  

１００％グループ内（㊟）で行った取引について、

損益を顕在化しないことによる円滑な資産移転を目的

に、次の改正が行われます。㊟原則として発行済株式

の全部を直接又は間接に保有する関係の法人のこと。 

➢ グループ内の法人間の譲渡損益の繰延べ 

平成２２年１０月１日よりグループ内取引により生

ずる資産の譲渡損益は、そのグループ内取引を行った

時ではなく、その資産をグループ外に譲渡等した時に

計上することになります。 

➢ グループ内の法人間の資本関連取引 

 平成２２年１０月１日以後に行われるグループ内の

内国法人間の現物配当（みなし配当を含む）について、

譲渡損益の計上を繰り延べる等の措置が講じられます。

この場合、源泉徴収等は行わないこととなります。 

 平成２２年４月１日以後開始事業年度においては、

グループ内の内国法人からの受取配当について益金不

算入制度を適用するにあたって、負債利子を控除せず、

全額が益金となります。 

 平成２２年１０月１日以後のグループ内の内国法人

の株式を発行法人に対する譲渡等については、その譲

渡損益を計上しないこととなります。 

 増税↑  グループ税制の創設Ⅱ  

グループ法人の一体的運営が進展している状況を踏
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まえ、実態にあった課税の実現を目的として、次の改

正が行われます。 

➢ １００%グループ内の法人間の寄附 

 平成２２年１０月１日以後のグループ内の内国法人

間の寄附金について、支出法人は全額損金不算入とさ

れ、受領法人は全額益金不算入とされます。 

➢ 中小企業向け特例措置の不適用 

 平成２２年４月１日以後開始事業年度より、次の特

例措置は、資本金が５億円以上である親会社の１０

０％子会社には、適用されないことになります。 

適用されない中小企業の特例措置 

・軽減税率 ・特定同族会社の特別税率の不適用 

・貸倒引当金の法定繰入率 

・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度

・欠損金の繰戻しによる還付制度 

 減税↓  一人オーナー会社課税制度の廃止  

 特殊支配同族会社がその業務主宰役員給与に対して

支給する給与額のうち給与所得控除額相当部分を損金

不算入とする措置が、平成２２年４月１日以後終了事

業年度から廃止されます。 

 現状→  清算所得課税の廃止  

 平成２２年１０月１日より、清算所得課税を廃止し、

通常の所得課税に移行します。その際、期限切れ欠損

金の損金算入制度の整備等の措置が講じられます。 

❑❑ 資 産 課 税 ❑❑ 

 増税↑ 減税↓  住宅取得等資金贈与の非課税枠拡充 

平成２２年１月１日から平成２３年１２月３１日ま

での間に、２０歳以上の人（贈与を受けた年の合計所

得金額が２，０００万円以下の者に限る）が、その直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、

平成２２年中のその資金の贈与のうち１，５００万円

（平成２３年中は１，０００万円）までの部分（現行

は５００万円）は、贈与税が非課税となります。 

この改正に伴い、住宅取得等資金の贈与に係る相続

時精算課税の特別控除の１，０００万円上乗せ特例は、

平成２１年１２月３１日をもって廃止され、相続時精

算課税の特別控除額は２，５００万円となります。 

 増税↑  小規模宅地等の特例の見直し  

小規模宅地等の課税価格の計算の特例について、平

成２２年４月１日以後の相続等に係る相続税について

は、注意が必要です。 

➢ 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を

継続しない宅地等（現行は２００㎡まで５０％減額）

は、適用対象から除かれます。 

➢ 一の宅地等を共有で財産承継した場合には、その取

得者ごとに適用要件を判定します。 

➢ 一棟の建物の敷地である宅地等で、特定居住用宅地

等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合

には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。 

 増税↑  定期金（年金受給権）に関する評価の見直し 

 生命保険金を年金方式で受け取る場合、同じ価額の

財産でも分割受取りにすることで、一定の評価減がな

されていましたが、改正により①解約返戻金相当額、

②一時金相当額、③約定利率を基に算出した額のいず

れか高い金額とされます。 

 この改正は、平成２３年４月１日以後に相続等があ

った場合及び平成２２年４月１日から平成２３年３月

３１日までに契約締結し、かつ、相続等があった場合

に適用されます。 

❑❑ 消 費 課 税 ❑❑ 

 増税↑  調整対象固定資産（１００万円以上の資産）

を取得した場合の３年間の課税事業者の強制適用  

 免税事業者が課税事業者を選択し、２年間の強制適

用期間中に、調整対象固定資産を取得した場合には、

その取得があった課税期間を含む３年間は、引き続き

課税事業者の適用が強制されることになります。 

 この制度は、平成２２年４月１日以後に課税事業者

選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税

期間から適用されます。平成２２年４月１日以後設立

の資本金１，０００万円以上の法人についても、適用

されます。 

 増税↑  簡易課税制度の見直し  

 上記の規定により引き続き課税事業者となる課税期

間は、簡易課税制度は不適用となります。 

❑❑ そ の 他 ❑❑ 

 減税↓  小規模企業共済制度の加入資格者範囲拡大  

 現在の小規模企業共済制度は、個人事業者の場合、

事業主だけに加入資格が与えられていますが、改正に

より、事業主だけでなく、後継者である子などの共同

経営者も加入できることになります。 

 減税↓  中小企業退職金共済制度の加入資格者拡大  

 同居親族のみを雇用する事業主及びその従業員が、

中小企業退職金共済制度に加入できることになります。 
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特例民法法人は、平成25年1 1月30日までに、新制度の公益

法人（以下「公益」という）または一般法人（以下「一般」とい

う）に移行しなければなりませんが、その移行作業は当初想

定より大幅に遅れています。今回は、移行の現状を紹介するとともに、移行が進まない原因を分析し、そして、どち

らの法人を目指すかの判断要素について、私見を述べさせてい

ただきます。      （公認会計士・税理士 小幡 寛子)

✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴✳✲✱✰✯✮✭✬✫✪✩✧✦✥✤✣✢✡✠✸✹✺✻✼✽ 

☆特例民法法人の新制度への移行状況は？ 

 特例民法法人の新制度への移行状況は、次のとおりで

す（３月分は私のカウント数値です）。 

公益(認定) 一般(認可) 合 計 
区分 

申請 処分 申請 処分 申請 処分

H22.2 
末現在 

433 112 112 26 545 138

3/1 
～3/31 

未発表 111 未発表 32 未発表 143

合計  223  58 281

(注)「処分」とは、公益移行認定又は一般移行認可の承認です。 

 新制度スタート時点（平成20年12月１日）の特例

民法法人数は約25,000法人でした。現在、移行承認さ

れた法人は、全体のわずか１％強にしかすぎません。 

 

☆移行についての、特例民法法人の認識は？  

 大阪府が最近実施したアンケート結果(回答数 750

法人)から、法人の方々の認識が見て取れます。 

① 移行の方向性が未定の法人が増加 

  公益か一般のどちらに移行するか未定と回答した

法人は25.2％で、前回調査（平成20年）の20.4％

より増えています。 

② 移行の方向性が公益から一般にシフト 

  公益は45.5％、一般は25.2％と、公益移行の方が

多いですが、前回は公益64.4％、一般9.4％でした

ので、一般への移行予定の法人が増加しています。 

③ 移行申請時期(予定)を先に延ばす傾向 

  申請時期の予定は、平成22年度まで19.4％(前回

42％)、平成23年度34.9％(前回8.5％)と、申請を

先に延ばす傾向が見受けられます。 

 

☆ 移 行 が 進 ま な い の は 、 何 が 原 因 ？ 

 では、何が原因で移行申請が進まないのでしょう？

特例民法法人の方々と話していて、よく耳にする理由

をご紹介します。 

 

① 社会の変化についていけないパターン 

「長年公益法人だったので公益でありたい」と考

えているだけで、移行の手続を進めていない。  

② 現在と将来の間で揺れ動くパターン 

公益のメリット（税務面等）に比べ、将来リスク(公

益取消時の財産寄附義務)が大きく、悩んでいる。 

③ 自分で決断ができないパターン 

類似法人の動向を様子見し、自分で決断できない。 

④ 財産を減らしたくないと考えているパターン 

一般移行の場合で主事業が公益事業でない場合、

蓄えた財産をできるだけ減らさない方法をとりたい。 

☆「公益」それとも「一般」？ 決定の判断フロー！ 

 移行の方向性を迷っておられる法人様のために、参

考にしていただきたく、判断フローを作成しました。 

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

公益社団法人・公益財団法人へ移行を目指す

実施している事業(目的達成の手段)を考える

公益目的事業以外の
事業が多い

公益目的事業が
多い

目的の達成・事業
遂行上、公益法人
であることが必要

公益認定基準を満たすための課題を整理する

短期間で課題を解決し、期限内に申請が可能か？

一
般
社
団
法
人
・
一
般
財
団
法
人
へ
移
行
を
目
指
す

公益法人を目指すか一般法人を目指すかの判断フロー

法人の目的・存在意義を明確にする

主に不特定多数の
利益増進目的

主に会員相互や特定の
者の利益増進目的

法人運営を考える

公益法人である必要は
なく、監督を受けずに
事業を実施したい

課題解決後に、
公益認定申請を
行うことも可能

 

 移行期限まで残り３年８カ月です。各々の法人の目

的と将来像をしっかりと描き、早く落ち着く場所を決

められるのが最善と思われます。私たちは、そのよう

な法人様のお手伝いをすることを望んでおります。 
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✤事業領域とは？ 

✤振り返り 

✤年間の取り組み 

✤年間計画 

✤目標の決定 

毎年恒例の新年合宿。「場所は同じでも内容は昨

年とは違うんやろなぁ～」と期待と不安の気持

ちで迎えました。始まってみるとやはり昨年と

は一味違う内容となりました。今年の合宿は事務所の事業領域（何を業とするか）を規定し、年間の取り組みを

明らかにして年間計画を立て、その計画に沿って事務所及び個人の目標を決めます。なんか難しそう・・・。 

そんな昨年とは一味違う「新年合宿」を入所二年目の藤原が報告致します。          （藤原 良樹） 

✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✽✼✻✺✹ 

合 宿 一 日 目 ： 1 月 9 日 

合宿は昨年度の振り返りからス

タートしました。林事務所では４

～５名程度でグループを作り、概ね月一回、メンバー

の仕事・目標の進捗状況をシェアし、仲間として協力

できることを話し合う場を設けています。このグルー

プごとに昨年のグループ運営で良かった点、反省すべ

き点、各メンバーが個人目標を達成できたかどうかに

ついて話し合いました。次にグループで各メンバーの

目標達成にどのように援助できたのかを話し合い、結

果を他のグループのメンバーに報告し合いました。 

事業領域とは「何を業とす

るのか」ということです。

例えばＩＢＭは、コンピュータ関連のサービスと製品

の販売で有名ですが、何を業としているのかというと

「お客様の問題解決」だそうです。「じゃ、何で社名

がＩＢＭ（International Business Machines ）なん？

社名変更せんとおかしいやん!」と隣の人が突っ込ん

でいたのが印象的でした。話を戻すと、ＩＢＭ にと

ってはお客様の問題を解決する手段がコンピュータ

だということです。では、私達の事務所は何を業とす

べきなのでしょうか？ これを数人のグループで話

し合いました。普段は考える機会がなかったこともあ

り、うまく言葉にできませんでしたが、他の人の意見

を聞くうちに私達の事務所は「税務、会計、経営の分

野において、プロフェッショナルとして、お客様の成

長と幸福のための最適な解決法を提供すること」が業

なんやと納得しました。その後は夕食です。みんなで

ワイワイ言いながら食べるすき焼きは格別でした。 

夕食後は年間を通しての

取り組みを決めます。所

長の林が重要視するのは商品力、つまり提供するサー

ビスの質です。林から「林事務所では個々人が創意工

夫して最適なサービスを提供しようとしている。それ 

について異論はないが、事務 

所がサービスの質を保証で

きているか非常に危機感を

持っている」との話があり、

身の引き締まる思いがしました。つまり、職員は創意

工夫して自由に仕事をしているが、事務所全体として

お互いの仕事が見えていないのではないかというこ

とです。林の話を聞いて、午後に討議した事業領域、

「税務、会計、経営の分野において、プロフェッショ

ナルとして、お客様の成長と幸福のための最適な解決

法を提供すること」を保証するシステムが必要だと気

付きました。そして、専門性を高めるとは？プロフェ

ッショナルとは？などと討議して初日が終了しまし

た。その後、お酒を飲みながらみんなで熱い議論をし

ていると気がつけば朝に・・・。就寝は朝の６時半

（！？）。えらいことになりました。 

合 宿 二 日 目 ： 1 月 1 0 日  

二日目は初日に話し合ったこと

をふまえて、①個々人が専門性を

高める、②ノウハウを共有する、③提供業務を見える

ようにする、などの年間計画を決めました。これによ

り全員で具体化した事務所の年間の取り組みを共有

し、お互いの仕事を理解することができました。（隣

の人の話では、私はかなり頷いていたそうです。きっ

と睡眠不足が影響したのでしょう。） 

その後、年間計画をふまえ、個

人目標を決めます。初めての合

宿参加だったため、手探りで目標を決めた昨年と違い、

事務所計画を理解して具体的な個人目標を決めるこ

とができました。目標を決めた後、今年のミーティン

グのメンバーを編成して二日間の合宿が終了。始まる

前、二日間は長いなぁと思っていましたが、終わって

みると二日間があっという間でした。この合宿で立て

た目標を達成するために一年間頑張ろうと思います。 
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 平成２１年１０月１０日から３日間の事務所旅行は、まるで

“おとぎの国”を訪れたような夢のひとときでした。「祝
いわい

島
しま

」

という素敵な名前の島があること、対岸に原発予定地があるこ

とは、以前から知っていました。事務所の益田みどりの故郷だ

からです。でも、こんなに身近に感じることになるとは･･･！ 

祝島の方たちのほのぼのした温かい心は、私達の胸の内にいつ

までもいつまでも灯っています。以下は、幹事の大西令子の 

レポートと職員の感想です。      ( 税理士 林 幸 ） 

 

❑ 旅行初日 ❑ 

 瀬戸内海の海 

上交通の要衝に 

位置したことで 

古代から栄え、 

万葉集にも登場 

する歴史を持つ 

祝島は、瀬戸内海有数の漁場とされる周防灘と伊予灘

の境界に位置しています（祝島の詳細は３８・３９号

をご覧下さい）。 

 大阪から新幹線と山陽本線を乗り継ぐこと４時間弱、

柳井港から一日二

便の定期船“いわ

い”に乗って、約

６５分の船旅を楽

しむとそこが祝島

です。港に着くと、そこにはたくさんの出迎えの人た

ちが！「ようこそ祝島へ」「よう 来まいた」の歓迎

のカードを持った祝島小学校の全校生たち（３人！）

島の方の温かい出迎えに胸がジン･･･としました。 

＊＊絶景の夕陽を眺めに＊＊ 
旅館に荷物を置くのも早々に、軽トラックに分乗し

て夕陽のスポット、三浦湾へ出発！ トラックの荷台

の上で夕暮れの心地良い風に吹かれながら、海の眺め

に見とれているうちに到着しました。辺りに聞こえる

のは波と風の音。普段の大阪での生活とは全く違う景

色です。夕暮れ独特の瑠璃色の空、島の木々の濃い緑、

そして水平線に沈んでいく茜色の夕陽。この時期では

珍しい“達磨夕陽”を運良くみることができ、その美

しさに皆圧倒されました。 

❤ 一番の感動は、一日目に見た夕日です。大人になり

夕陽を見て何か感じるということは少ないのですが、

祝島で見た夕陽は綺麗で、特に海の中に消えていくの

は感動ものでした／古田茂己 

三浦湾に沈む太陽 

＊＊「憩いの家」で座談会＊＊ 

夕陽を見に行ったあとは、島の公民館（憩いの家）

で座談会＆会食の場を設けて下さいました。 
実は、１月前に中国電力の埋立工事着手の動きが始

まり、祝島の人たちは阻止行動に連日出ておられたそ

うです。周辺に活断層もあり、原子炉設置許可もまだ

の内に埋立許可が出るというのも腑に落ちないのです

が、３日前には台風に紛れて極秘でブイが設置され、

緊迫したムードだったことを後で知りました。 

 

 そんな中、漁業組合の清水さん

は、２８年間にも及ぶ原発反対の

経緯を穏やかに話してくださいま

した。住民の方は祝島の豊かな自

然を活かして漁業・農業で生計を

立てておられます。 清水さん 
しかし、原子力発電所が建設されることで自然環境

が変化し、また原発事故のリスクも負うことになりま

す。島の人たちの声を直接お聞きし、島の人々がこの

島をとても大切に想っていること、そして強硬な姿勢

で原発建設を進める電力会社に対して強い憤りの気持

ちをもっていることがひしひしと伝わってきました。 
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メニュー 

・お刺身・押し寿司・魚の煮付

け・あおさ汁・えびのかき揚げ

・石豆腐の煮物・ひじきの煮物 

＊＊島のご馳走＊＊ 

 その後はお待ちかね、晩ご飯！ 旅館は二ヵ所に分

かれての宿泊だったのですが、事務所の全員で揃って

食事をしたいということ、できれば島の方たちと交流

したいという私たちの希望を、両旅館の女将さんと地

元雑貨店の「えべすや」の聡さんは快く叶えてくださ

いました。「憩いの家」で島の方たちも一緒に、たく

さんの「よばれ」というおもてなしの郷土料理と新鮮

なお刺身をおなかいっぱい頂きました。 
何より、祝島の方たち

と一緒に食事を共にし

たことで、この島を

より身近に感じるこ

とができました。 
❤ 衝撃の美味しさだった／丸山晃希 

❤ 豆腐、あおさ、ひじきにはまりました／河野けい子 
❤ 会食も終わりに近づいた頃のこと。みどりちゃんや智

恵美さん、葉子さん、そして清水のとし坊や聡さんなど

が祝島小学校校歌を歌われました。笑いながら歌って

おられたのですが、「♪~清く雄々しく美しく気高く生き

る･･･」のところにさしかかったとき、一段と力を込め、

目頭を熱くしなが

ら真剣に歌われま

した。その姿にもら

い泣きしてしまい

ました／林 幸 

 

❑ 旅行２日目 ❑ 

この日のメインイベントは、午前は平さんの棚田へ、

午後は氏本さんの農園に行くことでした。 

＊＊平さんの棚田＊＊ 

平さんの棚田は、城壁のような形状の棚田でその大

きさは西日本最大です。棚田への道案内を上関町教育

委員長の橋部さんがして下さり、現地では平さんが待

っていて下さいました。普段、運動不足気味の私たち。

橋部さんが往復２時間と踏んでいた時間を大幅に上回

って、なんと４時間もかけてのハイキングとなりまし

た！ このハイキングでは棚田はさることながら、道

中の景色も変化に富んだ美しいものでした。とくに山

の斜面から一望した海の眺めは素晴らしいものでした。

また、一息したいと思った矢先でのミカンの差入れと

いった嬉しいサプライズもありました。 

❤ 平さんにお会いして驚いた。あのお年でありながら、

スリムで軽快に歩かれ、しかも背筋はピンと伸びてい 

る。個人の力で

あの棚田の石

壁を築かれた

ことは、先人の

知恵と工夫は

いかばかりか

とただただ驚 まるで城壁のような棚田 

 いた／前田有太可 
＊＊氏本農園の取り組み＊＊ 

その後、氏本さんの農園を訪ねました。氏本さんは

就職先の北海道から生まれ故郷の祝島に帰り、道路が

整備されていないことや農家が高齢化したことで担い

手がなく荒れた耕作放棄地に豚を放牧することで、島

の農地を再生する取り組みを始められた方です。配合

飼料を与えない豚は、耕作地の雑草を食べ土地を深く

耕してくれます。繁殖させた豚は食肉、加工品として

西麻布のレストランに出荷されています。 

❤ 豚を放牧して農地の再生を行い、畜産業として雇用

も生み出す仕組みは素晴らしいと思いました。全国に

広がればいいなと思います／清水龍二 

❤ 豚がスマートで、馬のような筋肉質にびっくりしま 

した。あのウイン

ナーは最高でし

た。これもまた

衝撃のおいしさ

でした。氏本さ 初めて豚を近くで見る職員一同

 ん、また買いに行きます！！／丸山晃希 

＊＊浜焼き＊＊ 
晩ご飯は、所長の林の発案で浜焼き。バーベQでは
なく、あくまでも海辺で新鮮な食材を焼いて食べるこ

とにこだわり、浜焼きと命名。聡さんの腕によりをか

けてのお刺身と、島でとれた山海の珍味の炭火焼を、

島の方たちと一緒に満喫しました。野菜類、そしてた

くさんの新鮮な魚介類。コチ、チダイ、イカ、それに

鮑！ さらに漁師の橋本さんからサザエ（ナント６０

個！）を、近くで魚釣りをしていたおじちゃんから大

きな太刀魚を差入れしていただきました！ 

 
校歌斉唱 
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氏本さんと、林幸の

友人である見満さんの

ご主人が“焼き奉行”

となってくださり、絶

妙の焼き加減で食事を

堪能しました。 
 これで今日の行事は

終わりと思いきや、浜焼きの後には、橋部さんが祝島

のスライドで祝島の歴史や文化、自然を丁寧に説明し

て下さいました。今日も盛りだくさんの一日でした。 
❤ 橋部さん、祝島を案内してくださり、ありがとうござ

いました。おかげさまで歴史から、建築、文化など多岐

にわたって祝島通になりました。その上、人をもてなす

極意を教えてもらいました。究極の笑顔です。笑顔は人

の心を引きつけ、癒しますね／見満紀子 

 ❑ 旅行３日目 ❑ 

今日は大阪に帰る日。 

でも島を出発するには 

時間がまだあります。 

橋部さんの案内で練塀 

の見学と祝島周遊のク 

ルーズを楽しむことが 

出来ました。 橋部さんとレトロな練塀

この３日間は、船が出港する最後の一秒まで島の皆

さんの温かいお心遣いを感じることができ、大阪では

失われつつある「ふれあい」に接したひとときでした。

また、思った以上に盛りだくさんの行程を経験できた

ことと、島の方々と交流できたことに感謝します。私

たちのために時間を割いてくださった祝島の方たちに

改めてお礼申しあげます。 

今回の事務所旅行では、参加した一人一人が、それぞれたくさんのことを感じました。文中で紹介しきれなか

った感想の一部を掲載いたします。

❤ 祝島で食べるものは全部美味しかった！ 潮の香り

を嗅ぎながらの浜焼きでいただいた魚介はおいしかった

し、ひじきや石豆腐、あおさ汁を用意していただいたこと

も嬉しかったです。ただ、残念なことにスナメリには会え

ませんでした。原発問題があったことも知らなかった私で

すが、スナメリがいなくなっては困る！ 何か自分にも

できることを考えてみようと思います／村上里佳 

♠ 原発でできる最終のごみは今のところ、人の力では

処理しきれなく、地中深く残される。そんな危険なものが

残ると分かっていて原発を作る必要性が本当にあるのだ

ろうか。そんな素朴な疑問を持ちつつ何もしていない私

に、清水さんが、静かな穏やかな声で迫りました。祝島の

人だけの問題ではないのですよ、あなたの問題、そして

あなたの子孫の問題でもあるのですよと言われている

ように思いました／見満紀子 

✤ こんなに早く祝島に行けたことに驚いています。そ

して不思議な縁を感じています。原発の話も島の人にお

話を聞くことができて、より緊迫感が伝わってきました。Ｈ

Ｐで知るよりもたくさんの感情が伝わってきます。難しい

話になるとついていけませんが、少なくとも私が見た祝

島の美しさと目の前で生活をかけて原発反対を唱える島

の人のために、自分にできることから始めなければ！ 

という気持ちが湧いてきました。その気持ちは、この短い

期間に島の人の温かさに触れたからです／青木和巳 

♣ 島の人のように死ぬまで元気に働けるなら、そして

シンプルに暮らすなら、日本が抱えている高齢化＝年金

財源の問題も解決の灯りが見えるかもと思いました。 

原発問題も島の人たちが反対する理由が、行ってみて、

頭ではなく体で分ったような気がします。なんとか島を

守りたいという気持ちになりました。そして島の方のおか

げでとても充実した、そしてお話しが聞けた素晴らしい３

日間でした。本当にありがとうございました。また来ます。

それまでお元気で／前田有太可 

❤ 帰りの船から見えた、港にいた多くの島の方々が皆

手を振って下さった見送りの風景が、今も目に焼きついて

います。感動しました。いろいろな方にお世話になり、感謝

の気持ちでいっぱいです／河野けい子 

 
「今度 いつ来るの？」 
子供たちの声に帰るのが辛くなりました（塩尻隆夫）  

島の子供たちは事務所持
参のお肉を堪能！ 
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投稿してくださった多くを紙面の都合によりやむを得ず割愛

させて頂きましたこと、ここにお詫び申し上げます。(編集部)

★ 新政権になって良かったか？悪かったか？ 

子供の頃、「政治というのはすごく複雑で、国民の

代表である政治家＝賢者たちが叡智の限りを尽くして

いる。そんな彼等でも国会は連日大騒ぎで、いかに政

治とは成り難し」と思っていました。 

あるとき、崇高で遠くに感じていたのは無責任であ

ったと反省。選挙に行くようになり、ましてや昨夏の

民主党大逆転を候補者選挙事務所で直に体感したのは、

私にとって「良かった」と言えます。 

しかし、政権交代だけで世の中がバラ色になるわけ

もなく、今もテレビでは茶番劇が繰り返され、隣で高

校生の息子が鼻で笑っている姿は私の子供の時より現

実的です。子供達が正しい認識で政治に夢を持ち、税

金で国や人を支えることを誇りに感じるような教育改

革に取り組み、子供達に「あの時、政権が交代して良

かったね」と言われるようになって欲しいものです。 

印刷業経営 清水 よりこ 様 

★ 民主党と言っても？！ 

「政権が変わっても金権政治は変らんなあ」と言うこ

となのか、余りのことに哀しくもなってきます。民主

党と言っても上の人の大方は元は自民党に居た人の集

まり。そう思えば変り様が無くても当たり前のことな

のか、信じて頑張っている新人議員が哀れでなりませ

ん。               小林 実愛 様 

★ 「政治主導の予算編成」に思うこと 

昨秋、「政治主導での予算組替に必要な膨大な事務

量に耐えきれるか」という趣旨の懸念を本誌に寄せま

した。その後に「事業仕分け」がマスコミに大々的に

取り上げられ、これまでと違った予算編成になるのか

と期待したのですが、大きな組み換えには至りません

でした。１年がかりで編成される予算に2、3ヶ月で切

り込むのは難しいと思います。来年度の予算編成の過

程では「政治主導」を果たしてもらい、「なるほど変わ

った」といえる編成をしてもらいたいものです。 

一方、予算の使い方や政策の説明は果たして充分で

しょうか。例えば、「子ども手当」は「給付付き税額控

除制度」への第一歩だと思うのですが、その説明が希

薄であるように思えます。税制改革、失業対策、生活

保護など一連の財政・福祉政策の中で「子ども手当」

を位置づけ、政策全体の計画を説明してもらいたいと

思います。そうでなければ、「参議院選挙対策のばら撒

き」との指摘を逃れることはできないでしょう。 

 加藤 純一 様 

★ 民主党に期待すること 

首相は今の国民の気持ちがわかっていないように

見受けます。だから、とんちんかんな政策を出すので

は？ マニフェストを守ると言われていますが、守る

ことが目的ではなく、私達の生活を守ることが大切な

のでは、と思います。そして、どの方向に向けて日本

を導くのか、基本的方向性と私達国民にどう向き合う

のか、政府も与党も、美辞麗句でなく、率直に述べて

ほしい。それでこそ、政権政党ではありませんか？ 

 瀧川 華代 様 

★ ＶＡＴ的なＴＡＸの導入を 

￥100バーガーに並ぶサラリーマンの人達を見ると、

庶民の生活の苦しさを感じます。今以上に消費税が上

がると庶民の生活や小規模事業者の経営は成り立ちま

せん。英国のＶＡＴ(注)のように、ブランド品や贅沢

品の税率を高くすべきだと思います。（注：Value Add 

Tax（付加価値税）。0％、5％、17.5％の3段階で、食

料品等の生活必需品や本、新聞、雑誌、子供服等は0％） 

飲食店経営 山辺 憲一 様 

★ 原発建設計画再考を 

この度経済産業省が公表した「エネルギー基本計

画」改定案によると、原子力発電を「低炭素電源の中

核」と位置づけ、2030年までに少なくとも１４基を新

増設し、稼働率を90％（現在60％）にするとのことで

す。原発はＣＯ2を発電時に出さないだけで、原発建設

に当たっては相当なＣＯ2を排出します。また３０年

（法定耐用年数は１６年）という寿命の原発が廃炉と

なった後の解体方法は未だに確立されていません。 

自民党政権でも下りなかった上関原発建設許可が

民主党政権下で下りるとすれば、自然の宝庫の瀬戸内

海に大変な負の遺産が民主党によってもたらされるこ

とになります。国策に責任のある民主党の人には、真

剣に取り組んでほしいと切に願いますし、国民ひとり

ひとりが自分の問題として考えてほしいと思います。 

岸本 智恵美 様 
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いつもは「開業支援講座」「よく分かる！経営基礎講座」の修了生によって発表されるＫＳ

経営研究会ですが、今回は特別に(経営基礎講座講師の)林光行さんが「マネーセミナー」を開

いてくださいました。沢山は要りませんが、必要なお金は欲しいと思いつつもなかなか手に出

来ない私。それを打破すべく参加しました。             (第 15期生 保澤孝彦) 
✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴✳✲✱✰✯✮✭✬✫✪✩✧✦✥✤ 

『みなさん、お金は好きですか？』『はい、もちろ

ん！』と始まった光行さんのマネーセミナー。まだ受

講されてない方のためにセミナーの内容には触れず、

ここでは私自身の気付きを述べさせていただきます。 

◆ 僕がエエカッコしぃ？ ◆ （ ｰ^ﾟ） 

セミナーの中で、「やっくん(私)はエエカッコしぃ

やんな？」と光行さん。「えっ？なぜですか？」と私。

「事務所のちょっとした仕事をしてもらう時、ちゃん

と請求してや！と言ってるのに、いいですよ！って言

ってお金取らないやん。これってエエカッコしてるん

違うん？」と光行さん。セミナーでは「そんなことは

無いですよ。事務所に来たついでだし、いつもお世話

になってるし…」と答えましたが、この問いは私の仕

事を振り返る機会となりました。 

◆ そういえば… ◆ (^_^;)  

 一人親方の大工をしている私は、お客様から「ちょ

っとお願い～」とよく助けを求められますが、少しの

時間や作業で終わることがあります。お客様は「助か

りました！おいくらですか？」と言ってくださいます

が、「大した作業じゃないし、材料も使ってないので

いいですよ！」と言って費用をいただかずに帰ってし

まいます。その時はこれでいいんだ！と思うのですが、

帰りの車の中で、「あ～あ、交通費もかかってるし時

間も取られてるのにまたタダ働きして…まっ、次にい

い仕事に繋がるに違いないからこれでいいんだ！」と

自分を納得させています。「本心は喉から手が出るほ

どお金が欲しいのに、エエカッコして自分でお金を拒

んでたんやな～！」と気付きました。 

 
◆ なぜエエカッコするのか ◆ (･_･?) 

光行さんはいつも「技術の安売りはせず、仕事に対

する正当な代価をもらいなさい」と言ってくださいま

すが、私がなぜお金をいただくことをそんなに遠慮・

躊躇してしまうのだろうかと少し分析してみました。 

お客さんが大変困っておられるし、感謝されたいか

ら？ 自分にとっては簡単なことなのでお金をいただ

きにくいから？ 高いんじゃないの？ と思われたく

ないから？…要するに「よく思われたい･･･」エエカッ

コしぃなんです。 

◆ 正当な代価をもらうことはいいこと ◆ (^_^) 

そして思い至ったところは、私にとっては簡単な作

業であっても、お客さんには知識や道具や時間が無い

ため修理できないこと、交通費や人件費がかかってい

ること、だからその働きに応じてきっちりいただくこ

とが正しいことなんだ！ということ。これでやっと「仕

事に対する正当な代価」をいただけます。事業を始め

て何年も経つのにお恥ずかしい。光行さんにはすべて

お見通しだったのですね。大切なことに気付かせてい

ただき、本当にありがとうございました。 

みなさんも機会があれば、ぜひ光行さんのマネーセ

ミナーを受けられたらいいですよ！ 

ＫＳ経営研究会は、｢開業支援講座｣｢よくわかる！経営基礎講座｣

(講師林光行・幸)修了生のみで構成されている会です。情報交換

や発表会を通して会員同士の切磋琢磨を図り、ビジネス拡大、交

流の機会を持つことを目的としています。 

【 第２３期 よくわかる！経営基礎講座】 ← 開 業 支 援 講 座 が 新 し く な り ま し た！！ 

☆対象：自信を持って独立・開業したい方、事業の見直しをしたい方、経営に必要な知識を身につけたい方 

☆日時：｢事業構想編｣ 平成22年 6月18日～ 7月14日18:30～21:00 毎木曜日全５回（受講料25,305円） 

～事業目的、経営戦略の立て方、考え方やスキルを学び、事業概要計画(構想編)の作成を行います。 

｢事業計画編｣ 平成22年  7月28日～ 8月28 日18:30～21:00 毎木曜日全４回（受講料20,685円） 

～決算書の見方と利益計画の立て方や経営に必要な手続きなどを学び事業計画書作成を行います。 

☆講師：林 光行・林 幸        ☆場所：Ａ´ワーク創造館    http://www.adash.or.jp     
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寄 稿  子供を愛せないと感じてしまうお母さんへ    高田 訓子 様 

「『子供を愛せないと感じてしまうお母さんへ』のタイトルで何か書いてみない？」 

幸さんからメールが届いた時、「何このタイトル！？まんま私やん！ナイスキャスティング！ 

さすが幸さん・・」と感心！？ いえ、私なりに思うところがあって引き受けることにしました。 

４年前に嫌々母親になった私が、日々手探りで、子供と過ごす中で得た気づきをありのまま綴

りますので、どうか頭でなく心で読み進んでいただければと思います。 

✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❦❧❋❊❉❈❇❆❅❄❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷✶✵✴✳✲✱✰✯✮✭✬✫✪✩✧✦✥✤✣✢✡✠✸✹✺✻✼✽ 

◇ 連日の幼児虐待のニュース ◇ 

昨日も耳に入ってきた幼児虐待のニュース。生後２

ヶ月の我が子が泣き止まぬことに腹を立てた母親が、

頭部を激しく揺さぶり死なせた事件で、その母親は、

夫が子育てに協力的でないことを悩んでおり、事件の

３日前には保健センターに相談していたとのこと。 

このニュースを聞いた人の多くは、「母親失格」「殺

すのなら産まなければよいのに」「人間のすることでは

ない」と思うでしょう。当然かな？と思います。 

児童虐待のニュースはどれも悲しく痛ましい…。亡

くなった子供や、心や身体に傷を負った子供の胸の内

を思いやると、無念さに言葉も無く心が灰と散ります。

そして生きて悔い続けるだろう母親のその後を思うと、

背負うものの余りの重さに息が詰まる気がし、同情さ

え感じます。我が子を自分の手で死に追いやるなど、

これ以上の自傷行為はないと思うからです。 

◇ ４年前の私 ◇ 

私自身、丁度４年前、ギリギリの状況にいました。

睡眠時間が２時間未満という日が産後１ヶ月も続き、

子供にあまり関心を示さず朝から夜中まで仕事で不在

の夫や、近所にいながら全く連絡が取れない母親に怒

りと悲しみが募り、子供と家を飛び出しました。でも、

行き場がない私は出産した病院に駆け込み、そこで私

は「産後うつ」と診断されました。「そんな大げさな…

ただの育児疲れやろう」と思いましたが、今思うと、

新生児を胸に抱き泣きながら病院にやって来たのだか

ら、普通の状態でないのは明らか。即入院となり、看

護士さんに病室に通された時は心底「救われた･･･」と

安堵のため息がもれました。自分が救われたのか、子

供が救われたのかはともかく、そう感じました。 

入院中は、深夜でも授乳の悩みに応えてくれる看護

士さんがいて、泣きぐずる子供も笑ってあやしてくれ

ました。入院の連絡を受けた友達も心配して顔を出し

てくれました。多忙な幸さんまで。するとざわついた

私の心は静かに凪いでいき、薬も服用せずに「産後う

つ」はたちまちの内に癒えていました。 

◇ 原因は自分の心のうちに ◇ 

この時の経験は大きな気づきのきっかけとなりまし

た。寝不足や夫や母親が、そして子供が私を苦しめた

のではなかった。原因は自分の内にあったのです。 

長い間、心の中に傷ついたまま放っておかれた子供

の私が「私を愛してよ！かまってよ！」と私の心の中

でずっと訴えていたのです。そこに我が子でさえ入る

余地などあるはずがありません。まずは自分を無条件

に受け入れるのが先だったのです。 

何かを辛いと感じる時、子供を大切に思えない時は

自分の中の未解決な問題に向き合い、解決する絶好の

チャンスということに気付かせてもらえました。 

◇ そして現在の私 ◇ 

いつか友達が「好きに生きていいねんで。辛い時は

自分で自分をヨシヨシしてあげ」と言ってくれました。

その時は照れくさくて素直に「うん」とは言えなかっ

たけど、じんわり胸に沁みました。 

そしてもうこれ以上自分を嫌うのはやめることにし

ました。もう十分過ぎるほど拗
す

ねたし、気がつけばも

う３０歳を過ぎてる！ 辛い過去という大荷物を背負

って息切れしていたら今を思いっきり楽しめない。そ

んなのもったいない！ そう思うようになってから周

りの景色がガラっと変わりました。嫌で仕方が無かっ

た家事や子育ても楽しくなってきました。毎日がキラ

キラと流れ出しました。 

私のこの心境の変化に、友達は半ば本気で「宗教か

何かに入ったん？」なんて訝し
いぶか

がっています。 

子育てで辛い時、近所の人や見知らぬ人に声を掛け

てもらうだけで切羽詰った気持ちが救われたことが何

度もあったので、私も子供に難儀しているお母さんを

見かけたら「何か手伝いましょうか？」と声をかける

ようにしています。偉いでしょ？（笑） 
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★シェアリングレター有難うございました。巻頭言の

「数字の意味を考える」はまさにお説のとおりです。

とかく政治の世界に立つものは耳あたりのよい言葉を

並べ、真実をあいまいにする。我々は見えるものには

熱中するが、見えない真実から目をそらしがちです。

これからもこうした点をご指導下さい。 

富士見市 川村 明 様 

★いつも楽しく拝見しながら、このような様々な取り

組みに熱心に携わっておられる先生に敬意を表さずに

いられず、筆をとりました。またいろいろご教授を賜

りたくお願い申し上げます。 

        公認会計士・税理士 阪 広久 様

★いつもながら職員の皆様の熱意に頭の下がる思いで

す。「祝島への誘い」は興味深く拝読いたしました。

大マスコミの報道は殆ど見られませんね。 

 税理士 杉野 義博 様 

★いつも興味深く読ませていただいております。 

「数字の意味を考える」は、全く同感です。今の状態

ではよくないと思っているだけでどうしたらよいか考

えがない、自分の利害を主張するだけで他者のことは

考えない国民が多いので、政治家もどこに照準を合わ

せるべきかわからないのでしょう。また、将来の確定

できないことを不明と述べると、やる気がないと受け

取られるのも困りものです。民主党は試行錯誤が続く

と思いますが、正当な議論をしていきたいと思います。 

四方先生の「戦後日本の何が問題か」も印象的でし

た。３つの警鐘はいずれも当を得ています。深く冷静

に物事を考えることなく、うわべに踊らされている国

民と、これを利用しようとする企業やマスコミの姿勢

に憤りを覚えます。でも、国民の大勢が賢くならない

と、この状態は改善されないのでしょうね。 

「再生の現場から見える経営管理の要」も、ＡＢの会

社が対比されていて、とても分かりやすく読めました。

自分の都合の悪いことにはタッチしない経営者は、い

ずれダメになりますね。取引先がダメ経営者だったら、

決算書を見せてもらうまでもなく、倒産を予測すべき

だと思います。他にも色々面白い記事が盛りだくさん

でした。次回も楽しみにしております。 

弁護士・公認会計士 大神 深雪 様 

★前田さんの「再生現場から見える経営管理の要」は

現場の迫力ある内容で読み応えがありました。「最近

の税制改正から」はきめ細かい内容で実務に役立てる

ことが出来、大変参考になります。 

 中小企業診断士 京谷 信弥 様 

★いつもシェアリングレターの巻頭言を読ませていた

だき、心に響く内容をかみしめております。 

 昨秋、日本を含むアジア八カ国の高校生のサミット

を支援しました。テーマは、“地球の未来を守るため

に持続可能なコミュニティを考える”というものです。

熱心に討議をする彼等の活動から得たパワーと新たな

気付きを活力としてこれからも頑張りたいと思います。 

奈良市 渡邉 瑠璃子 様 

★今回も種々の情報に触れ、勉強させて頂きました。

特に“税制を考える”に興味を持ち、「知らなければ

損、法人優遇では？」と疑問を持つものとして、是非

次号以降も継続して欲しいと思います。 

特集“新政権に思う”は新政権に期待しながら実務

に不慣れから運営に不安を感じるのは私だけではない

ようです。半世紀に亘る旧政権の膿を出し、老朽化し

た組織・制度の改革を走りながら実行するのは容易で

はなく、時間が必要かも知れません。暫くは見守るし

かないようです。 

和歌山市 三原 嘉久 様 

★先日、私を含め７人の女性で立ち上げた環境団体で、

祝島の人たちを応援するイベントを行いました。 

そこに届いたメッセージに「対立する問題を解決す

るためには、その問題を自分自身の問題だと思う人を

一人でも増やし、時間をかけて一番よい方法を考えて

いく姿勢が大切」「価値観や生き方の違いを認めた上

で意見を言い、新しい仕組みを考える風土を創りたい」

「おかしいと思ったことを正していく姿勢を子どもた

ちに見せる大人になりたい」とありました。 

誰もが２００歳生きるつもりで、次世代のことを考

えていけたら「放っておけない」思いが生まれてくる

のではと思いました。 

ＮＰＯ職員 渡辺 洋子 様 

☆ その他多くのメッセージを有難うございました  

                    編集部 ☆
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❒３日間の研修が終わった今、清々しい気持ちです。

気がつかないうちに蓄積した心の澱が流された様です。 

 自分のことはそれなりに解っているつもりでいまし

た。“私はこんな人間だからしょうがない”という視点

でしか物事を見ていなかったことに気づきました。

“だからしょうがない”ではなく、「だからこそ、でき

るかもしれない可能性」や、「だけどその事実に向き合

うことでみえる新たな光」があるのかもしれないと思

うと、今はこれからの人生が楽しみになってきました。 

西邨 理加 様 

❒自分は自分をしっかり持って生きていると思ってい

ました。でも、それはただ単に私は正しい、私の持つ

観念の枠にしがみついているだけだと気づきました。 

 今まで「前を向いて懸命に走ればいい」と思ってい

た自分とこれを機に別れをつげて、止まって見る、そ

して振り返り、仲間のやさしさを感じます。そして「仲

間や人にやさしい」自分の人生を歩みます。 

吉田 淳一 様 

❑「ＡＮＡを受けて楽に生きられるようになった」等

の感想を聞いていたので、楽しくて前向きになれるよ

うなセミナーをイメージしていました。が、参加して

みると、“自分の中を覗く”というのはしんどいことで、

これまで意識せずにしてきた行動は全て自分が選んで

やってきたこと、自分が自己中心的であるということ

に気付きました。一瞬落ち込みはしましたが、そのこ

とに今気付くことができて良かったと思います。 

 また私は、自分の考えを曖昧にしておく傾向が強い

ことが初めてはっきりとわかりました。そうすること

で責任を取らない楽な方を選んでいたのだと思います。

今はしっかり自分で考えて選択して責任を持って、自

分の人生を100％で生きていきたいと思っています。 

 たった３日間なのに、一緒に受けた仲間を愛しいと

思ったことにとても驚きました。そして、私はたくさ

んの人に支えられている、にもかかわらず勝手に孤独

だと思っていたのかな、ということにも気付きました。

周りにいてくれる人たちを大切にしたいと思いました。 

            大島 愛子 様 

❒この３日間、本当にいろいろな体験で、自分自身、

久しぶりに本当の自分と出会えた感じでした。 

 素直な自分、ありのままの自分ってこんなに気持ち

がいいものなんだなって教えてもらえました。そして

分かち合う喜びの気持ち、最高ですね。これから先、

いろんな人達と出会い、ありのままの自分で関わって

分かち合えたら、人生って楽しくてしょうがないんで

しょうね。そんな人生を目指して頑張っていきます。 

中田 義治 様 

❒「何をするのも心が重くツライ」「業務はたまる一

方」「夢や叶えたいことがあるが、何故か一歩踏み出せ

ない」「人と接するのが面倒でストレスになる」。こん

な毎日を過ごしながら、“自分自身を変えるキッカケ

がほしい”と思い、参加させて頂きました。 

 ３日間の研修を通じて大きな気づきがありました。

私は自分自身が果たすべき役割（経営者、長男、夫、

父親）の理想の結果を求めすぎ、理想を達成できない

毎日、自分が勝手につくった理想と現実のギャップを

不満に思っていました。理想を掲げることは大切なこ

とですが、大事なことは、理想を達成するプロセスひ

とつひとつにたくさんの人々の力を借りて、喜び、悲

しみ、努力することであることに気づきました。 

 今後たくさんの人々と接する中で、常に自分の心に

正直な気持ちで関わっていき、夢と理想を実現します。 

壽 久志 様 

  ANA
ア ナ

セミナーのご案内 ～人生をより豊かに、より幸せに生きたいと思っ

ておられる方のためのセミナーです。大切な自分のために、ほんの少し時間をあげてみませんか♪～ 

✧２０１０年５月ANA✧    ✧２０１０年８月・１１月ANA✧ 

 日程：５月３日(祝)・４日(祝)・５日(祝)     ８月１３日(金)・１４日(土)・１５日(日) 

 会場：林事務所セミナールーム         １１月 ５日(金)・ ６日(土)・ ７日(日) 

 費用：７万円(林事務所からの紹介は６万円)  お問合せは 林 幸・河崎まで TEL 06-6772-7770 

 



 

 
― ２０ ―

シェアリングレター４０号

 ▽▲出版物紹介▽▲  『 改訂版 新しい公益法人制度－設立・移行・会計・税務の手引き 』 

著 者 公認会計士・税理士 林 光行  税理士 林 幸  

公認会計士・税理士 小幡寛子  税理士 古田茂己  

◇公認会計士・税理士 林 光行事務所 編 ◇実務出版株式会社 発行 

『新しい公益法人制度』の改訂版を平成２２年１月２５日に発刊いたしました。 

 この度の改訂は、移行にあたり行うべき作業項目や移行のスケジューリングを追加し、

公益目的支出計画や税制の部分などをより充実しました。特例社団法人・特例財団法人の

皆様を始め新たに一般社団法人等の設立をお考えの方にお役に立てるものと思います。

≪ 社会福祉法人会計簿記認定試験 ≫ 第６回社会福祉法人会計簿記認定試験は、平成２２年１１月１４日(日)の

開催予定です。大阪の会場は、大阪府社会福祉会館です。申込期日は例年９月末です。詳細は、「NPO福祉総合評

価機構」http://www.fukushi-hyouka.net/にアップされますので申込期日等をお確かめ下さい。 

編 集 後 記 

退 職 の ご 挨 拶 

 第６８回経営倶楽部は、公認会計士でもある 経営コンサルタント

の粕井 隆 先生にご講演を賜ります。粕井先生は、中期経営計画策定

から営業戦略立案等、経営全般にわたる診断、指導やセミナー講師として、高い評価と信頼を得ておられる実践

派コンサルタントです。構造的な環境激変期の今、勝ち残りを図るためには、過去の経営の延長線を断ち切

った自社改革のスピードアップが不可欠です。自社改革の「要」となるのが、戦略課題を明確にした「中

期事業計画」です。このセミナーでは、中期事業計画に織り込むべき７つのポイント

を易しく解説して頂きます。多数の皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。 

□ テーマ  ｢勝ち残り経営７つのポイント」～中小企業経営の勘どころ～ 

□ 講 師  経営コンサルタント 粕井 隆 先生 

□ 日 時  平成２２年 ４月２４日（土） 講演会：午後１時３０分～５時  懇親会：午後５時３０分～ 

□ 場 所  たかつガーデン  (TEL：06-6768-3911) □ 会 費  講演会 5,000円   懇親会 4,000円 

❖第６９回経営倶楽部は、平成２２年 ７月１７日(土) 講師 経済・経営評論家   泉 和幸先生 

 第７０回経営倶楽部は、平成２２年１０月１６日(土) 講師 大阪信用金庫常務理事 松山 浩司氏 

のご講演を予定しております。詳細はＨＰをご覧ください。お問い合わせは ⇒ TEL06-6772-7770まで 

 

 

 

 

社会保険労務士 樋笠 泰子 

 昨年末より体調を崩し、治療に専念するため、２月末日を

もちまして林 光行事務所を退職致しました。在職中は公私に

わたり暖かいご指導をいただき有難うございました。至らない私が大過なく過ごさせて頂きましたのも、ひとえに皆

様方のご指導とご援助があればこそと深く感謝致しております。 

 この経験は今後の人生の貴重な糧として活かしていくつもりでございます。本当に有難うございました。 
↔ ▷ ▸ ▹ ► ↢ ↤ ↩ ↫ ⇠ ⇤ ▻ ▬ ↚ ↜ ↜ ↞ ↢ ↤ ↩ ↫ ⇠ ⇤ ╾ ╼ ┅ ▬ ↚ ↜ ↞ ↢ ↤ ⋉ ⋈ ┉ ⋆ ┉ ⋈ ⋊ ⇢ ⇝ ⇁ ⇀ ↮ ↭ ╍ ⊸ ⊶ ⇥ ⇢ ⇝ ⇁ ⇀ ↮ ↭ ↮ ↭ ╍ ⊸ ⊶ ⇥ ⇢ ⇝ ⇁ ⇀ ↮ ↭

☆｢子ども手当｣には｢ばらまきだ｣｢本

当に子供のために使われるのか｣｢所

得制限を設けるべき｣｢もっとするべきことがある｣等の

声があります。それぞれもっともやなあと思うものの、

完璧主義の表れでは？と思います。｢子ども手当｣は、

元々は格差是正に意義があると思います。例えば配偶者

と子供２人の所得控除は、最高555,000円の減税ですが、

全く恩恵を受けない低所得層もあります。代りに一律定

額を給付する制度です。子育て世帯を社会全体で支える

趣旨なら配偶者控除や成人の扶養控除は廃止すべきでし

た。そうすれば財源問題はかなり解決したはずです。 

☆２歳の孫を保育所に迎えに行き、初めてご飯を食べさ

せたときのこと。おかずばかり食べる孫に｢ご飯も食べ

なあかんよ～｣と言うと｢イヤ！｣。ご飯を口に入れよう

とするとお茶碗をひっくり返す。｢ダメ！｣と言うとお箸

を投げる･･･これがエスカレートしたら、叩いたり、ご

飯を取り上げたりするかも？と思った瞬間でした。帰っ

てきた長女は笑いながら｢どうしたん｣とひとしきり抱き

しめ、｢海苔好きやんなあ｣と海苔でご飯を挟むと大喜び。

孫は一刻も早く甘えたかったのでしょう。さすが母！と

感心。と同時に、気持を受けとめる、そして戦わずに代

替案を示すのが大事だなあと教えられました。(林 幸) 

第 ６ ８ 回 経 営 倶 楽 部 の ご 案 内 

公認会計士・税理士 林  光行   

公認会計士･税理士 林光行事務所 

大阪市天王寺区生玉寺町1-13サンセットヒル 

〒543-0073      http://www.share.gr.jp/ 

TEL06-6772-7770 FAX06-6772-7740 

税 理 士

税 理 士

税 理 士

税 理 士

林    幸

古田 茂己

橋本 雅世

林  竜弘

中小企業診断士 

公 認 会 計 士 

税 理 士 

公認会計士・税理士 

前 田有太可

塩尻  隆夫

村上  里佳

小幡  寛子
（ 非 常 勤 ）

☆次号は9月出稿予定です。「今思うこと、訴えたいこと」など、どしどしお寄せください。 ⇒ｉｎｆｏ＠ｓｈａｒｅ．ｇｒ．ｊｐ 
☆なお、購読料をカンパして頂ける方は林光行事務所の郵便振替までお願い致します。⇒口座番号 00950－3－14499 
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